
倉吉河川国道事務所 日 時 平成２９年２月１２日（日）

１２時４５分

記者発表・資料配付

件 名 【道路情報 第６報】

国道９号（現道）の通行止め解除と区間指定の解除について

発表先 鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ

倉吉市政記者会、米子市政記者クラブ

【道路情報 第６報】

１．国道９号（現道）の通行止め解除について

大雪のための除雪作業に伴う通行止めの解除についてお知らせします。

○通行止め解除区間

国道９号（現道）「八束水交差点」～原交差点

○解除日時 平成２９年２月１２日（日）１２：４５（予定）

２．区間指定の解除について

災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき指定した区間の解除について

お知らせします。

○指定解除区間

山陰道（国道９号「八束水交差点」～「長瀬浜入口交差点」）１８．７ｋｍ

国道９号「八束水交差点～長瀬浜入口交差点」１８．４ｋｍ

○解除日時 平成２９年２月１２日（日）１２：４５（予定）

なお、大雪による立ち往生車両や渋滞は全て解消しましたのでお知らせします。

問い合わせ先 国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所

副所長 赤星 剛

TEL ０８５８－２６－６２２１（代表）
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